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仙台市消防局訓令第八号 

仙台市消防活動基本規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和八年三月三十日 

仙台市消防局長 千 葉 弘 樹 

仙台市消防活動基本規程の一部を改正する訓令 

仙台市消防活動基本規程（平成十三年仙台市消防局訓令第五号）の一部を次のように改正する。 

現 行 改正後 

（組織） （組織） 

第四条 警防本部は、警防本部長、統括副本部長、副本部長、班

長及び警防本部員をもって組織する。 

第四条 ［略］ 

２ 警防本部長は、消防局長（以下「局長」という。）をもって

充てる。 

２ ［略］ 

３ 統括副本部長は、次長をもって充てる。 ３ ［略］ 

４ 副本部長は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各

号に定める職にある者をもって充てる。 

４ 副本部長は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各

号に定める職にある者をもって充てる。 

一 総務副本部長 総務部長 一 総務副本部長 総務部長 

二 警防副本部長 警防部長 二 警防副本部長 警防部長 

三 救急副本部長 救急部長 三 救急副本部長 救急部長 

四 予防副本部長 予防部長           四 予防副本部長 予防部長及び規制指導担当部長 

５ 班長は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に

定める職にある者をもって充てる。 

５ ［略］ 

一 総務班長 総務課長  

二 管理班長 管理課長  

三 警防班長 警防課長  

四 指令班長 指令課長  

五 消防航空班長 消防航空隊長  

六 救急班長 救急企画課長又は救急指導課長  

七 予防班長 予防課長  

八 規制指導班長 規制指導課長  

九 指揮情報班長 警防課長  

６ 警防本部員は、第二項から前項までに定める者以外の消防職

員（以下「職員」という。）をもって充てる。 

６ ［略］ 

  

（部隊運用） （部隊運用） 

第二十三条 警防本部は、消防活動に必要な消防部隊の選定、出

場指令、出向の制限及び移動配置並びに消防活動に係る方針の

決定等（以下「部隊運用」という。）を行う。 

第二十三条 ［略］ 

２ 警防本部長は、次に掲げる場合には、部隊運用の一部を署隊

本部長に行わせるものとする。 

２ 警防本部長は、次に掲げる場合には、部隊運用の一部を署隊

本部長に行わせるものとする。 

一 本市の区域内において震度五弱以上の    地震が発

生したとき 

一 本市の区域内において震度五強以上を観測する地震が発

生したとき 

二 気象庁が、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）

第十三条の二第一項の規定により、本市の区域に係る気象に

ついての警報をしたとき 

二 気象庁が、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）

第十三条の二第一項の規定により、本市の区域に係る気象に

ついての警報をしたとき 

三 前二号に掲げるもののほか、警防本部長が必要と認めると

き 

三 前二号に掲げるもののほか、警防本部長が必要と認めると

き 

３ 前項の場合において、署隊本部長は、必要な消防部隊を編成

することができる。 

３ ［略］ 
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（消防活動の原則） （消防活動の原則） 

第三十二条 消防活動は、          人命救助を最優

先とし、災害の規模及び状況に応じて適切に行うものとする。 

第三十二条 消防活動は、安全管理を基本とし、人命救助を最優

先に、災害の規模及び状況に応じて適切に行うものとする。 

２ 消防活動に当たっては、目前の事象のみにとらわれることな

く、災害全般の把握に努めるものとする。 

２ ［略］ 

３ 消火活動は、延焼阻止を主眼とする。 ３ ［略］ 

  

（警報 の発令時の措置） （警報等の発令時の措置） 

第五十四条 法第二十二条第三項に規定する火災に関する警報

                           

                      が発令され

たときは、警防部長は、次の各号に掲げる措置を講ずるものと

する。 

第五十四条 法第二十二条第三項に規定する火災に関する警報

又は仙台市火災予防条例（昭和四十八年仙台市条例第四号）第

三十一条の二に規定する林野火災に関する注意報が発令され

たときは、警防部長は、次の各号に掲げる措置を講ずるものと

する。 

一 関係機関に対する協力要請 一 関係機関に対する協力要請 

二 積載資機材等の点検及び増強 二 積載資機材等の点検及び増強 

三 広報及び警戒 三 広報及び警戒 

四 その他必要な事項 四 その他必要な事項 

  

（発令等） （発令等） 

第五十九条 警防部長  は、各種注意報、警報等が発表された

場合その他の場合（第六十一条第一項の非常配備を発令する場

合を除く。）であって、警防態勢強化を発令する必要があると

認めるときは、これを発令するものとする。 

第五十九条 警防副本部長は、各種注意報、警報等が発表された

場合その他の場合（第六十一条第一項の非常配備を発令する場

合を除く。）であって、警防態勢強化を発令する必要があると

認めるときは、これを発令するものとする。 

２ 署長   は、気象又は災害の状況により必要があると認め

るときは、管轄区域内に警防態勢強化を発令することができ

る。 

２ 署隊本部長は、気象又は災害の状況により必要があると認め

るときは、管轄区域内に警防態勢強化を発令することができ

る。 

３ 前二項の規定により警防態勢強化を発令した警防部長又は

署長     は、その旨を速やかに局長   に報告するも

のとする。 

３ 前二項の規定により警防態勢強化を発令した警防副本部長

又は署隊本部長は、その旨を速やかに警防本部長に報告するも

のとする。 

４ 第五十四条の規定は、第一項及び第二項の規定により警防態

勢強化が発令された場合に準用する。 

４ ［略］ 

（解除） （解除） 

第六十条 警防態勢強化の解除は、これを発令した者が行う。 第六十条 警防態勢強化の解除は、これを発令した者が行う。 

２ 警防態勢強化を解除した警防部長又は署長     は、そ

の旨を速やかに局長   に報告するものとする。 

２ 警防態勢強化を解除した警防副本部長又は署隊本部長は、そ

の旨を速やかに警防本部長に報告するものとする。 

  

（区分） （区分） 

第六十二条 非常配備は、気象又は災害の状況に応じ、一次配備、

二次配備、三次配備及び四次配備に区分する。 

第六十二条 非常配備は、気象又は災害の状況に応じ、一次配備、

二次配備及び特別配備に区分する。 

２ 警防本部長は、一次配備、二次配備、三次配備及び四次配備

を発令することができる。 

２ 警防本部長は、一次配備、二次配備及び特別配備を発令する

ことができる。 

３ 警防副本部長は、一時配備及び二次配備のみを発令すること

ができる。 

３ 警防副本部長は、一次配備のみを発令することができる。 

  

   附 則 

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。 

（消防局警防部警防課） 


